
■上野のげんばから■ 

自己破産したくてもできない？ 
区役所のケースワーカーさんから、ホットラインにお電話を 

いただきました。 

 

・ 都内のアパートで一人暮らしをしているＡさん（４０代、独身）は、数年前から病気で

入退院を繰り返していましたが、いよいよ仕事を続けることが難しくなり、仕事を辞め

て生活保護の受給をはじめました。 

・ Ａさんは、区役所に生活保護の相談をする前に、未払い入院費（数十万円）の支払い方

法について病院に相談して、毎月１万円ずつ支払うことを約束していました。A さんは

生活保護を受給してからもこの支払いを続けていました。 

・ ケースワーカーの甲さんは、Ａさんを担当することになった際、Ａさんから未返済のカ

ードローンの借入残高が２００万円ほどあると聞いていたので、Ａさんの病院への支払

いのことを知り、病院への支払いは直ちにやめて、自己破産の申立てをすることをすす

めました。 

・ すると、A さんから「私は一人っ子で、頼ることができる家族は両親だけでした。なの

で、入院のときの保証人はいつも父に頼んでいたのですが、その父が先月亡くなりまし

た。母に今後の生活は大丈夫か聞いてみたところ、父が亡くなる半年ほど前から両親も

生活保護を受けていたことを知らされました。私が自己破産を申立てると母に迷惑はか

からないでしょうか？」と質問されました。甲さんは、A さんに何と答えたらよいのか

分からずに悩んでいたところ、同僚から法テラスのホットラインを利用してみたらどう

かと言われて、ホットラインに電話してみました。 

 

 

Ａさんのお父様は、生前、Ａさんが入院費を支払えなくなると、保証人として病院に入院

費を支払うべき立場にありました（つまり、Ａさんのお父様は、保証債務を負担していまし

た。）。もし、Ａさんが自己破産によって免責許可決定を受けると、病院はＡさんに入院費を

請求できなくなります。その反面、病院はＡさんのお父様に請求することができたのです。 

ところが、Ａさんのお父様が亡くなったため、この保証債務について相続の問題が生じる

ことになります。債務は原則として法定相続分に従って各相続人に承継されます。したがっ

て、Ａさんの亡くなったお父様の保証債務は、法定相続人にあたるお母様にも引き継がれる

ことになります。 

もっとも、Ａさんのお母様は、Ａさんのお父様が亡くなって相続開始があったことを知っ

た時から３か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をとることにより、相続開始時に遡って、

保証債務の承継は生じなかったことにできます。 

甲さんは、ホットラインに電話してこのような説明を受けたので、Ａさんの場合、Ａさん

のお母様に相続放棄をしてもらう必要があるかもしれない、ということに気づくことができ

ました。そして、Ａさん自身の自己破産のことだけでなく、Ａさんのお母様にも相続の問題

について早めに法テラスの無料法律相談を受けてもらったらどうか、とアドバイスしたので

した。 

“こんなとき、どうしたらいいんだろう。”お困りの際は、お気軽にホットラインにご連

絡ください。            

＜このお話は実例を参考にしたフィクションです。＞



 

■ホットラインご利用のご案内■ 
当事務所では常勤弁護士が福祉

．．
・医療
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関係のお仕事をされている方々に
．．．．．．．．．．．．．．．

１電話

情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み２がありました

ら、ぜひご利用ください（ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただ

く必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください）。 

 

 ご利用時間帯  平日 10:00～17:00 

 お問合せ先電話番号 ０５０－３３８３－０２０２ 

 よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃

      貸借トラブル、消費者被害、法テラス利用方法など３ 

 
１ ご本人（被支援者様）からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。

お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/をご参照く

ださい。 
２ 最終的にはご本人のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援者様や支援者

様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。 
３ ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。 
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